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７．戦傷病者･戦没者遺族等の援護(福祉政策課) 

戦傷病者･戦没者遺族等援護法(援護法)は､戦争公務･勤務関連傷病により障害となった方､または死亡した方

の遺族に国家補償(全額国庫負担)をすることを目的とし､昭和27年制定されました｡援護法による給付の他に特

別給付金支給法･特別弔慰金支給法による給付があります｡ 

 

１）援護金の種類 

①障害年金 

軍人､軍属､又は準軍属(一般邦人で軍命により戦闘等に参加した者)であった者が公務上の傷病により､一定

程度以上の障害を有するに至った場合に年金として支給されます｡ 

②遺族年金 

軍人軍属が公務上の傷病等に起因して死亡した場合､または障害年金受給者が死亡した場合に､その遺族に

年金として支給されます｡ 

③遺族給与金 

準軍属の遺族､または準軍属であった障害年金受給者が死亡した場合に､その遺族に年金として支給されま

す｡ 

④弔慰金 

軍人軍属等が公務傷病又は勤務関連の傷病により死亡した場合､死亡当時の三親等内の親族(死亡当時のそ

の者と生計を同じくした者に限る)のうち最先順位者に､一時金として一度のみ支給されます｡(10 年償還の国

庫債券にて額面20,000円、30,000円又は50,000円) 

⑤戦没者の遺族等に対する特別弔慰金 

戦没者の死亡に関し､公務扶助料･遺族年金等を受ける権利を有している者がすべて失権している時に､三親

等内の遺族に記名国債(5年償還)をもって支給される一時金です｡申請時期は､戦後何十周年という機会に法律

改正によって決められています｡ 

⑥戦傷病者の妻､戦没者の妻､戦没者の父母等に対する特別給付金 

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法､戦没者等の妻に対する特別給付金支給法､戦没者の父母等に対

する特別給付金支給法により特別給付金が支給されます｡記名国債(10年または5年償還)をもって支給される

一時金で､10年または5年ごとの法律改正により申請時期が決められています｡ 

⑦対馬丸遭難学童遺族特別支出金 

戦時疎開目的で対馬丸に乗船し､同船が昭和19年8月22日鹿児島県の悪石島沖で敵潜水艦の魚雷攻撃を受

け沈没した際に死亡した疎開児童の父母に対し､支給されます｡なお、受給条件に該当する者がいなくなったこ

とから、本支出金事業は終了した。 

 

２）那覇市における援護金の受給状況                     (令和７年４月１日現在) 

援護金の名称 額 件数 

障害年金     986,900～5,113,500円 36     

遺族年金     571,700～2,019,800円 5 

遺族給与金    571,700～2,019,800円  20     

戦傷病者等の妻に対する特別給付金 5万円～50万円(5年償還) 24    

戦没者等の妻に対する特別給付金 110万(5年償還) 17  

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 25万(5年償還) 10,048 

 

 

 


